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大湊川 
（全区間） 

五十鈴川 
（最下流端まで） 

勢田川 
（ＪＲ勢田川橋梁まで） 

五十鈴川 
（汐合橋まで） 

港湾施設(県) 

大臣管理区間 

① 対象区域 

② 広報関係 

③ 係留船舶実態調査  

④ 強制的な撤去措置 

⑤ 民間マリーナ調査 

⑥ 暫定係留施設 

⑦ 恒久的係留保管施設 

⑧ 重点的撤去区域の設定（河川） 

⑨ 放置等禁止区域の指定（港湾・河川） 

⑩ 条例制定の要否・可否について  

▼協議会において協議・検討                                                          
 していく基本事項(10項目） 

  前回までの協議事項｜協議会の協議事項 

▼協議会対象区域 
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五十鈴川、大湊川、勢田川の河川区域と宇治山田港の港湾
区域が重複する区域及びその区域に隣接する施設

協議会対象区域 

国の管理区間 
(堤防上の太線) 



 平成29年度末までに受入先を確保 

 平成30年から排除に向けた手続き 

＜参考＞ 

 国土交通省及び水産庁による推進計画（H25.5月） 

＜内容＞ 

・10年間で放置艇を解消 

・保管能力の向上と規制措置を両輪とした対策 
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「５年で解決」を目標とする

H27 H28 H29 H30 H31 

・現状施設の活用（占用主体は公募による） 
・民間マリーナの拡張 
・新規施設の設置 

Ⅰ 係留場所の確保増 

Ⅱ 係留対象船の減 

監督処分 

協議会方針周知（撤去指導） 
是正指導 強制撤去 

H27 H28 H29 H30 H31 

警告書送付、看板設置 

指示書の交付 

行政代執行 

「Ⅰ係留場所の確保増」と「Ⅱ係留対象船の減」
を両輪とした対策を推進し、今後5年（平成31年
度中）で解決を目指す。 

▼不法係留船の減少 

  前回までの協議事項｜スケジュール 



  報告事項｜係留場所の確保増 船舶係留施設の占用許可 

▼「勢田川防潮水門下流左岸船舶係留施設」の概要 ▼管理開始までの経緯 
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 前回の協議会で占用場所の追加について報告をした「勢田川防潮水門下流左岸船舶係留施設」は、
平成３０年１１月１日に手続きが完了し、同日より追加占用箇所の管理を開始しました。 

日時 実施内容 

平成28年 
2月23日 

第12回勢田川等水⾯利用対策協議会で占用 
許可申請者としてNPO法人神社みなとまち再
生グループを決定。 

7月11日 NPO法人神社みなとまち再生グループより河
川法及び港湾法に基づく占用許可申請。 

7月28日 占用許可 

8月1日 管理開始 

平成30年 
11月1日 追加占用許可 

当該係留施設の様子（平成31年2月撮影） 

①施設名  勢田川防潮水門下流左岸船舶係留施設 
②管理者  特定非営利活動法人 神社みなとまち再生グループ 
③所在地  三重県伊勢市神社港地先 
④占用⾯積 約3,507.8㎡（追加：約265㎡） 
⑤収容能力 約100隻 
⑥占用期間 平成30年11月1日から平成34年3月31日まで 

占用箇所 
追加占用箇所 

追加占用箇所 



  報告事項｜係留場所の確保増 船舶係留施設の占用許可 

▼「一色町地先船溜まり船舶係留施設」の概要 ▼管理開始までの経緯 
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 前回の協議会で占用場所の許可について報告をした「一色町地先船溜まり船舶係留施設」は、
平成３１年３月１日に手続きが完了し、同日より占用箇所の管理を開始する予定です。 

日時 実施内容 

平成30年 
4月20日 募集開始 

5月11日 募集締め切り（１者応募あり） 

10月10日 各委員へ意向確認 

10月19日 管理者決定、決定通知書の発送 

11月～12月 係留船舶所有者へ周知 

平成31年1月 新規加入者への対応開始 

3月1日予定 河川法及び港湾法に基づく占用許可申請 
管理開始 

当該係留施設の様子（平成31年2月撮影） 

①施設名  一色町地先船溜まり船舶係留施設 
②管理者  特定非営利活動法人 神社みなとまち再生グループ 
③所在地  三重県伊勢市一色町地先 
④占用⾯積 約1,277.5㎡ 
⑤収容能力 約40隻 
⑥占用期間 平成31年3月1日から平成34年3月31日まで 

占用箇所 



  報告事項｜係留場所の確保増 係留が認められる施設 

現状施設の活用を予定する箇所

民間事業者を活用する箇所

現状施設の活用を開始した箇所
凡   例
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重点的撤去区域

大湊川 
(五十鈴川合流点側) 

4

一色町物揚場施設

6

ゴーリキ 
マリンヴィレッジ 

（占用済）1

マリーナ伊勢

（占用済）3

今一色漁港区 

（占用済）5

秀英工業 

（占用済）8

防潮水門下流左岸 

（占用済）9

一色大橋下流左岸 

（占用済）10

神社港（海の駅） 

（占用済）11

大湊川(北側流路) 

（占用済）2

一色町地先船溜まり

（占用予定）7



  報告事項｜係留対象船の減 是正指導 

▼所有者アンケートの実施 

 平成３０年５月に第１回、１２月に第２回の所有者アンケートを実施しました。第１回アンケートで
は利用目的、係留期間、今後の予定の回答を求め、回答率は約７０％でした。利用目的ではレジャー目
的が７０％、漁業目的は１３％でした。今後の予定では係留希望者が７８％と多い一方で売却や廃棄を
検討している所有者が１３％でした。前回のＨ２７アンケート時より係留期間の浅い船舶が減少してい
ることから新たに係留する船舶は減ってきていることがわかりました。また、アンケートには河川法、
港湾法の許可が必要なことや４条件などを説明し、是正指導としても効果を狙っています。 
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回答あり 

70% 

回答なし 

30% 

第１回アンケート回答率   

第１回アンケート 

回答あり １４８件 

回答なし ６２件 

合計 ２１０件 

※複数船舶所有、所有者複数船舶があるため“件”とした 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1年未満 2～5年 6～10年 11～20年 21～30年 31～40年 41年以上 

係留期間（H27アンケート時と比較） 
H27 H30(人) 

(係留期間) 
10年以上係留している船舶は 
全体の約75％を占めている 

H27と比べ係留年数が 
浅い船舶の減少傾向大 係留船の多くが 

20,30年係留している 

0

係留希望 

78% 

売却等7% 
廃棄6% 

今後の予定（係留対象者）  

30

40
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60

70

80

レジャー 

75% 

漁業13% 
他12% 

利用目的  

長年係留されている方の意向を把握して、
今後の対策を検討することが必要 

↓ 
82
% 
減 

↓ 
65
% 
減 

↓ 
53
% 
減 

↓ 
59
% 
減 

↓ 
50
% 
減 

↓ 
35
% 
減 

↓ 
64
% 
減 



  報告事項｜係留対象船の減 是正指導 
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回答あり 

75% 

回答なし 

25% 

アンケート回答率   

回答あり 

60% 

回答なし 

40% 

第２回アンケート回答率   
第２回アンケート 

回答あり ５２件 

回答なし ３５件 

合計 ８７件 

※複数船舶所有、所有者複数船舶があるため“件”とした 

係留が認め

られる施設 

71% 

その他 

29% 

希望の係留施設 

 平成３０年１２月の第２回の所有者アンケートは係留先の希望や移動時期などの回答を求め、回答率
は６０％でした。希望の係留施設では具体的な場所を調査し、７１％が協議会エリア内の係留が認めら
れる施設に係留希望でした。そのため、１月には係留可能な施設への移動や管理者への申込みが見ら
れ、現在の場所から自主撤去される船舶が目立ちました。 

１回目のアンケートで未回
答だった所有者のうち２回
目の所有者アンケートの回
答により、２回実施したア
ンケート結果を合計すると
約７５％の所有者から回答
がありました。 

アンケート前後の比較（勢田川右岸・伊勢市一色町） 

是正指導の効果か？ 
船舶や係留施設の 
自主撤去が目立った 

52件 
35件 

15件 

37件 

H31.2撮影 

H30.6撮影 



  報告事項｜係留対象船の減 船舶の自主撤去及び係留施設の撤去 
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▼船舶の自主撤去 
所有者アンケートによる是正指導の効果で自主撤去等が目立ちました。 
アンケート前（H30.10調査）からアンケート後（H31.2調査）で１０隻の自主撤去が確認されました。 

アンケート前 

▼船舶や係留施設の転覆・傾斜 
平成３０年１０月の台風２４号により、船舶や係留施設の転覆・傾斜が相次ぎ確認されました。 

アンケート後 アンケート前 アンケート後 

台風直後 撤去後 台風直後 撤去後 



占用許可箇所に 
放置等禁止区域
を指定（港湾） 

受入先の確保と禁止区域の指定

←

勢
田
川 

大湊川 

（港湾法）  
第三十七条の十一  何人も、港湾区域、港湾
隣接地域、臨港地区又は第二条第六項の規定
により国土交通大臣の認定した港湾施設の区
域（略）内において、みだりに、船舶その他
の物件で港湾 管理者が指定したものを捨て、
又は放置してはならない。  

  報告事項｜規制の方針（港湾） 
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▼放置等禁止区域の指定 

重点的撤去区域(河川)

凡例 放置等禁止区域に指定済み 放置等禁止区域に指定予定 
（H30年度より段階的に指定） 

占用許可箇所に 
放置等禁止区域
を指定（港湾） 

占用許可箇所に 
放置等禁止区域
を指定（港湾） 
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H22.1 H23.6 H24.1 H25.2 H26.2 H27.2 H27.12 H28.8 H29.3 H30.2 H31.2

4条件× 4条件○ 

今一色漁港区の許可 

  報告事項｜係留船舶実態調査
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▼平成３１年２月時点（２０４隻） ▼船舶数の変動（H22～H31） 

４条件○ １０６隻 
４条件×  ９８隻 

不法係留船 総船舶数 ２０４隻 

一色町物揚場施設
１５隻(県)

一色町地先船溜
まり３０隻(国)

一色大橋上下流
(左岸)９隻(県)

防潮水門下流
１４隻(県)

防潮水門下流
１９隻(国)

一色大橋上下流
(右岸)２５隻(国)

勢田川橋上流
(左右岸)５隻(国)

防潮水門上流
(左岸)８隻(国)

防潮水門上流
(右岸)１４隻(国)

大湊川(五十鈴川合
流点側)３７隻(県)

大湊川(北側流路)
１５隻(県)

大湊川(湊橋上流
左右岸)６隻(国)

大湊川(湊橋下流
右岸)４隻(国)

凡例 重点的撤去区域での
不法係留箇所 

その他の不法係留箇所 

防潮水門下流左岸係留施設の許可 

勢田川不法係留船の減少の状況（伊勢市一色町地先） 

（平成21年11月時点） （平成31年2月時点）

汐合橋上流
(右岸)３隻(県)

大湊川(北側流路)の許可 

防潮水門下流左岸係留施設の追加 
自主撤去の増加 

   
    

 
  

   
 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



現
状
施
設 

占
用
済 

⑤今一色漁港区 ※基本的に漁船のみ 18 

⑨防潮水門下流（左岸）  14 

⑩一色大橋下流（左岸） 7 

②大湊川北側流路 ※基本的に漁船のみ 5 

⑪神社港（海の駅） 0 
予
定 ⑦一色町地先船溜まり 40 

未
占
用 

④大湊川（五十鈴川合流点） 40 

⑥一色町物揚場施設 30 

計 154 

民
間
マ
リ
ー
ナ

（
空
き
） 

①ゴーリキ 40 

③マリーナ伊勢 9 

⑧秀英工業 1 

計 50 

合 計 204 

  報告事項｜係留対象船舶数について 
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▼ 現在の状況（平成３１年２月時点） 

受け皿施設への対象船舶とする４条件 ×隻数 

①漁船法、小型船舶の登録等に関する法律などに違反
していない。（船舶への登録番号の表示など） 32 

②所属漁協、又は、船籍港が伊勢市内となっている。 
8 

③漁船登録の検認を受けている、又は、船舶検査書の
有効期間内である。 38 

④上記に該当しても、平成28年8月1日以降、新たに係
留が確認された船舶は対象とならない。 20 

※民間マリーナの空きは、国土交通省三重河川国道事務所プレジャー
ボート全国調査時の聞き取り（H30.10）による。 

係留が認められる施設（空き状況） 係留総船舶数 

４条件○ １０６隻 

４条件×  ９８隻 

４条件×の内訳 

ただし、現状施設の精査、４条件×の改善及び所有船の処分等の自主撤去が
進むことで、数値が変動する可能性があります。 

２０４隻－１０６隻＝９８隻分 空きあり 



▼三重河川国道事務所ホームページ 
三重河川国道事務所のホームページに協議会の 
活動を随時掲載しています。 

  報告事項｜広報関係 
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▼是正指導看板等の掲示 

所有者不明船舶や廃棄物桟橋の撤去を求める警告書
や公告文の掲示で是正指導をしています。 

▼メディア関係 

協議会の活動について取材を受けました。 
（詳細は１３ページ参照） 



  報告事項｜簡易代執行 
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～テレビ～ 
ニュースとして簡易代執行の様子が放送されました。 
ＮＨＫ「まるっと！みえ」（平成31年1月18日(金)18:30～19:00） 
～新聞～ 
簡易代執行の記事が掲載されました。 
「中日新聞」朝刊・三重版（平成31年1月19日(土)） 
「読売新聞」朝刊（平成31年1月19日(土)） 

▼三重河川国道事務所ホームページ 

▼メディア関係 

 平成３１年１月１８日（金）勢田川の所有者不明船２隻を撤去（簡易代執行）しました。撤去した
物件は、 伊勢市二見町西地先の五十鈴川右岸資材置き場（国土交通省管理）で保管しています。 

平成29年10月台風21号 
洪水時の水位 

対象船は洪水時に流出し、河川の施設（水門、
ゲート等）の操作に支障を及ぼす恐れがあるこ
とから、今回優先的に撤去を実施しました。 

 今回の簡易代執行によって、重点的撤去区域を含
めた上流側の所有者不明船は全てなくなりました。
今後は所有者が判明している条件違反船についても、
順次撤去措置を行っていく予定です。 

撤去対象船２隻 

撤去状況 運搬 

三重河川国道事務所
ツイッターにも掲載 



  協議・検討事項｜係留場所の確保増 占用主体の決定に向けて 

▼占用主体の決定に向けて手続きを進める箇所 

凡例 新たに占用主体を決定する箇所 -14- 

一色町物揚場施設 

一色大橋上下流右岸 
船舶係留施設の管理に関心
のある者を調査の上、占用
許可申請者を決定。 

船舶係留施設の管理に関心の
ある者を調査の上、占用許可
申請者を決定。 

大湊川(五十鈴川合流点側) 

【今回協議】 
地域の特殊性により現存
者のみ係留対象としたい 

【今回協議】 
一色町物揚場施設の使用
目途がたたないため当該
箇所を暫定的に係留出来
ることとしたい 

【課題】 
水深が浅く浚渫、塩害調
査が必要 

暫定係留を予定する箇所 



  協議・検討事項｜係留対象船の減 不法係留船の撤去 

▼行政代執行 
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１）法的根拠 
 行政代執行法第3条第2項の規定に基づき、河川管理
者、港湾管理者が代執行令書を交付のうえ代執行を行
い、自ら不法工作物等を強制的に撤去すること。 

２）基本的な流れ 

弁明機会付与通知書 

所有者調査 

指示書の交付 

不利益処分理由通知書 

戒告書 

監督処分命令

不法行為者（所有者）への警告 

H31/9～予定

H31/4～予定

H31/6～予定

所有者への返還。移送費自己負担 

代執行令書 

保管場所への移送・保管 

行政代執行 

納付命令書 

H31/10～順次予定

３）イメージ 



  協議・検討事項｜係留対象船の減 所有者不明船の撤去 

▼所有者不明船の撤去 
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一色町物揚場施設
【6隻】(県)

一色大橋上下流
(左岸) 【3隻】(県)

防潮水門下流
【2隻】(県)

防潮水門下流
【2隻】(国)

大湊川(五十鈴川合流
点側)【4隻】(県)

大湊川(北側流路)
【4隻】(県)

大湊川(湊橋上流
右岸)【1隻】(国)

 重点的撤去区域より上流に係留している船舶の所有者
について調査した結果、所有者が判明したことや撤去さ
れたことにより、所有者不明船は８１隻（平成２７年１
２月時点）から２８隻（平成３１年２月時点）となりま
した。 
 引き続き所有者の調査を行った上で、所有者不明船は
公告などの手続きを経て、強制撤去を行う予定です。 

▼所有者不明船の撤去計画（案） 

※平成３１年２月時点の船舶数であり、所有者判明や撤去確認などにより  
 数の変動が生じる場合があります。 

平成３１年度中に”不法係留船ゼロ”を目指し、計画
的に実施していきます。 

凡例 重点的撤去区域 その他の係留区域 

▼強制的な撤去措置（廃棄物桟橋） 

一色大橋上下流
(右岸)【3隻】(国)

 平成３１年２月調査段階において船舶の係留が認めら
れず未使用状態の船舶係留施設（桟橋）が多数見られま
した。これらのうち使用に耐えられず廃棄物として認め
られるものについては、撤去を進めていきます。 

汐合橋上流右岸
【1隻】(県)

一色町地先船溜まり
【2隻】 (国)



事前調整
(管理者候補、漁協、地元自治会)

Ⅰ 係留場所の確保増  

  協議・検討事項｜今後の予定 
H31.2 H31.3 H31.4 H31.5 H31.6 H31.7 H31.8 H31.9 H31.10 H31.11 H31.12 H32.1 H32.2 H32.3 

一色町地先 
船溜まり 

大湊川（五十鈴川
合流点） 

一色町物揚場 
施設 

ｷｬﾊﾟ40隻

ｷｬﾊﾟ40隻

 浚渫影響調査、地元調整等

民間マリーナの拡張 
（不法船受入の意思のある民間マリーナの拡充（占用ｴﾘｱ拡大等）） 

ｷｬﾊﾟ30隻

募集要項
作成

公募
手続き

管理開始 
（H32.1.1～） 

準備（管理者）

(H31.2現在)37隻

占用申請／許可

(H31.2現在)41隻

(H31.2現在)15隻

管理開始 
（H31.3.1～） 

一色大橋上下流右岸 
 （暫定係留） 

ｷｬﾊﾟ４０隻

(H31.2現在)25隻

Ⅱ 係留対象船の減  
＊注意書送付 

＊警告書送付 ＊指示書交付 

 監督処分 行政代執行 H31.10より、状況次第で順次実施 

【所有者判明船】 

【所有者不明船】 
強制撤去（簡易代執行）を順次実施 所有者の捜索調査を継続、現地に注意書・警告書を順次表示 
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事前調整
（管理者候補、漁協、

地元自治会）

募集要項
作成

公募
手続き

準備（管理者） 占用申請／許可 管理開始 
（H31.12.1～） 

行政代執行係留場所

強制撤去（廃棄物処理） 事前準備
【廃棄物・桟橋】 
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